
議案第２１号 

 

   佐倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 佐倉市介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 
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佐倉市条例第   号 

   佐倉市介護保険条例の一部を改正する条例 

 佐倉市介護保険条例（平成１２年佐倉市条例第２３号）の一部を次のように

改正する。 

 第６条第１項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度か

ら平成３２年度まで」に改め、同項第１号中「２８，２００円」を「２７，０

００円」に改め、同項第２号及び第３号中「４２，３００円」を「４０，５０

０円」に改め、同項第４号中「５０，８００円」を「４８，６００円」に改め、

同項第５号中「５６，４００円」を「５４，０００円」に改め、同項第６号中

「６７，７００円」を「６４，８００円」に改め、同号ア中「という。）」の次

に「（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは

第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５

条第１項、第３５条の２第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当

該合計所得金額から令第３８条第４項に規定する特別控除額を控除して得た額

とする。以下この項において同じ。）」を加え、同項第７号中「７３，３００円」

を「７０，２００円」に改め、同号ア中「１９０万円」を「２００万円」に改

め、同項第８号中「８４，６００円」を「８１，０００円」に改め、同号ア中

「１９０万円以上２９０万円」を「２００万円以上３００万円」に改め、同項

第９号中「９５，９００円」を「９１，８００円」に改め、同号ア中「２９０

万円」を「３００万円」に改め、同項第１０号中「１０７，２００円」を「１

０２，６００円」に改め、同条第２項中「平成２７年度から平成２９年度まで」

を「平成３０年度から平成３２年度まで」に、「２５，４００円」を「２４，３

００円」に改める。 

   附 則 



 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の佐倉市介護保険条例の規定は、平成３０年度分の保険料から適用

し、平成２９年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 


